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平成２２年度 事業評価書（事前）要旨 

 
「職場における受動喫煙防止対策」事業

（新規） 

平成 2２年８月  

労働基準局労働衛生課(鈴木幸雄課長)［主担当］ 

労働基準局労働衛生課環境改善室(亀澤典子室長)［担当］ 

１．施策体系上の位置づけ 
 基本目標Ⅲ 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること 

 施策大目標２ 安全・安心な職場づくりを推進すること 

 施策中目標２－１ 労働者の安全と健康が確保され、労働者が安心して働くことができる職場 

づくりを推進すること 

 施策小目標２ 労働者の健康確保対策の充実を図ること 

 

２．事業の内容 

（１）実施主体 

厚生労働省（本省）、都道府県労働局、労働基準監督署、受託者（企画競争入札により選定の予

定） 

 

（２）概要 

（厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署） 

新たな受動喫煙防止対策（事業者の義務による、全面禁煙・喫煙室設置による空間分煙等）につ

いて、厚生労働省（本省）において周知用資料等を作成・配布し、都道府県労働局等を通じて周知・

啓発を行うとともに、新たな受動喫煙防止対策の周知徹底を図るため、事業者に対して全国の監督

署単位で説明会を実施する。また、飲食店、宿泊業等で喫煙室を設置する事業場に対し、申請・審

査を経て喫煙室設置に係る費用の一部を助成する。 
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（受託者） 

事業場からの喫煙室設置等に係る技術的な問い合わせに対して、まずコンサルタント等専門家によ

る電話対応を一元的に行い、必要に応じて全国各地のコンサルタントが担当区域内の事業場を訪問

して指導及び助言を行う。さらに、相談対応により当該事業場における問題点を洗い出し、喫煙室

設置の助成につなげる。 

 

４．評価（必要性、有効性、効率性） 

（１）必要性の評価 

 以下の考察を行った結果、本事業には必要性が認められる。 

① 行政関与の必要性（民間に任せられないか）：有／無 

法令に基づく新たな規制の制定であり、規制内容の説明等については、制度を担当する行政機

関が行う必要がある。 

②国で行う必要性（地方自治体に任せられないか）：有／無 

労働安全衛生法に基づく受動喫煙防止対策の実施に係る事項であり、地方自治体に当該事項を

担当する部署が存在しないため、国が実施する必要がある。 

③民営化・外部委託の可否：可／否 

事業場からの喫煙室設置等に係る技術的な問い合わせに対する専門技能を有する民間のコンサ

ルタント等による指導及び相談対応業務については、民間に委託することとする。 

④他の類似事業との整理 

１）民間に類似の取組はないか 

日本政策金融公庫が行っている融資事業として、喫煙室設置を含めた設備資金に対する生

活衛生貸付があるが、経営基盤の脆弱な中小企業に対しては、喫煙室設置に係る費用の一部

を助成する等、更なる支援を行う本事業が必要である。 

２）地方自治体に類似の取組はないか 

神奈川県が行っている助成事業として、喫煙室設置を含めた設備資金の融資に対する利子

補給事業があるが、神奈川県内の事業場のみが対象であり、経営基盤の脆弱な中小企業にお

ける利便性がより高い本事業が必要である。 

３）他省庁に類似の取組はないか 

他省庁における類似の取組について、これまでに確認できたものはない。 
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（２）有効性の評価 

（政策効果が発現する仕組み） 

職場における受動喫煙防止対策の周知・啓発、喫煙室の助成、喫煙室設置に係る相談対応 

→ 職場における全面禁煙、分煙の推進 

→ 労働者の受動喫煙を受ける機会の減少 

→ 労働者の健康障害の防止 

 

（検証） 

上記の仕組みが機能するためには、事業者に対し受動喫煙防止対策の必要性・重要性を伝え、

理解いただき、必要な対策を講じていただく必要がある。都道府県労働局、労働基準監督署が

要となって機能し、事業者に対し、身近なところでの周知・啓発活動を丁寧に実施すること、

また、民間に委託して行う喫煙室設置等に係る相談対応事業についても、当該事業の存在を事

業者に幅広く伝え活用いただくことや、事業者において質の高い相談対応が実施されるよう、

事業の実施状況を把握し、適宜必要な取組を行うことが必要である。 

効果の発現には、喫煙室の設置等事業者側に負担が生じる対策もあり、事業者側の準備等も

必要であることから、一定程度の期間がかかると考えられる。なお、新成長戦略において、２

０２０年までの目標として「受動喫煙の無い職場の実現」を掲げている。 

 

（３）効率性の評価 

本事業では、指導、助言を行うに当たって実際に事業場を訪問する必要がある場合には、全

国各地のコンサルタントが担当する事業場を訪問することとしており、コンサルタントの移動

コスト低減を図ることができることに加え、既に専門技能を有するコンサルタントを活用する

ことにより行政が専門家を養成するコストを省くことができる点で効率的である。さらに、相

談対応により当該事業場における問題点を洗い出し、喫煙室設置の助成につなげることとして

おり、高い効率性が発揮されることが期待される。 

 

（４）その他（公平性、優先性等評価すべき視点があれば記載） 

喫煙室設置に係る技術的相談対応については、地域の偏重なく全国すべての事業場からの問

い合わせに対応できる体制を考えており公平性は確保されている。また、顧客が喫煙するため

に、直ちに全面禁煙等の有効な対策を講じることが困難な職場で働く労働者にも、本事業によ

る喫煙室設置を促進することにより、一般の事務所の労働者と同様に公平に受動喫煙を受けず

に働く環境が整備されることが期待される。 
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４．評価の反映 
４（２）有効性の評価において、指摘した工夫を事業内容に盛り込むこととした上で、平成２３

年度予算概算要求において所要の予算を要求することとする。（概算要求額：４３２百万円） 

 

５．事後の検証 

（指標） 

本事業が期待した効果を発揮したかどうかについては、下記の指標を参照するものとする。 

 ○アウトカム指標 

指標名 目標値（達成水準／

達成時期） 

事業と指標の関

連 

「事業所全体を禁煙にしている」又は「喫煙

室を設けそれ以外を禁煙にしている」といっ

た有効な対策を講じている事業所の割合（※

１） 

Ｈ１９年調査より

増加／Ｈ２４年 
あり 

喫煙対策の改善を職場に望む労働者の割合 Ｈ１９年調査より

減少／Ｈ２４年 
あり 

職場で受動喫煙を受けている労働者の割合 Ｈ１９年調査より

減少／Ｈ２４年 
あり 

（調査名・資料出所、備考等） 

厚生労働省大臣官房統計情報部「労働者健康状況調査」（Ｈ２４年予定）（※１は同調

査より算出） 

 ○アウトプット指標 

指標名 目標値（達成水準／達成時期） 事業と指標の関連 

監督署における説明

会開催率 

１００％／Ｈ２３年度 
あり 

（調査名・資料出所、備考等） 

 

（評価計画） 

本事業の長期的な効果を測定するために、平成２４年以降の労働者健康状況調査を活用し、アウ

トカム指標から事業の効果を検証することとする。 

 


